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（ 茨城県地域医療構想調整会議 合同 ） 
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令和５年度第１回茨城県医療審議会（茨城県地域医療構想調整会議合同） 

質疑応答要旨 

 

日時：令和５年８月２９日（火）    

   １４時００分から１６時００分まで 

場所：茨城県庁９階９０１会議室 

 （Web 会議（対面併用）として開催）  

 

 

●諮問事項 

（１）地域医療連携推進法人の代表理事の選定について 

鈴木会長 ただいまの事務局からの説明に関してご意見などがございましたら、挙手など

をお願いします。特にないようです。それでは県知事から諮問のありました 

「地域医療連携推進法人の代表理事の選定」につきましては、当審議会として 

適当である旨を答申してよろしいでしょうか。 

 

         ～ 異議なく承認 ～ 

 

●議事事項 

（２）第８次茨城県保健医療計画の策定について 

榊委員 医療的ケア児に関して、第８次医療計画の中には具体的な記載が予定されている

のか。歯科の対策に関することはあるか。 

 

医療政策課長 小児医療は、小児周産期部会の中で検討しているところだが、歯科との 

関係については、関係課の中で協議し、どのような記載にするかについて 

検討する。 

 

鈴木会長 第２回の保健医療計画部会の委員意見に対する回答はいつ頃か。 

 

医療政策課長 各部会にてどのように計画に盛り込むかを検討し方針を記載していく。 

各部会の開催時期は今後決定していく。 

 

松﨑委員 策定した計画を県民にいかに広報していくかが非常に大事だ。本県の医療提供

体制や介護も含め、県民にいかにわかりやすく知らせるか、それらの細かい施策

も含めて、医師会、関係団体と協力し検討していただきたい。 

 

医療政策課長 日頃から、もう少し取り組めないかなと考えている。医師会をはじめ、 

皆さんと協議しながらこの第８次計画に向けて、どういったより良い方法で

できるか考えていきたい。 

 



浅野委員 第８期保健医療計画の中から７期まで検討を重ねてきた「介護保険の推進」の

項目の削除は、医療と介護の間の深い溝を感じてしまう。その重要性を「地域包

括ケアの構築」項目の充実と医療・介護が連携していることがわかる記載を望む。

その例として、茨城県は介護保険認定率が全国的に低いが、介護保険を使わなく

とも地域で過ごし続けている高齢者たちの努力が本県にあることをプラスの意味

で示す。退院時のカンファレンスや、入退院支援連携ガイドラインを策定し医療

と地域のチームが協働して地域で支えていることを取り上げる。「看取り」ではな

く、「在宅で最期まで自分らしく生ききった人たちの数」として数値目標にする。 

 

医療政策課長 介護保険の項目の削除については、保健医療計画が一般の方に理解いただ

くのには内容があまりにも多すぎるため、今回整理をしたいと考え、項目の

削除等について説明した。ただ、委員の指摘どおり、介護との連携というの

は今後ますます重要になってくるものなので、関係担当部局と調整し各計画

にどのように書くのか、連携についてどのように触れていくのか、決して 

後退するような形にならないように工夫してまいりたいと考えている。 

 

浅野委員 お願いします。併せて、在宅診療の状況が適切か検討できる材料として、在宅

診療を受けている数や在宅診療の内容を医療計画中に記載して欲しい。 

 

医療政策課長 そちらについても検討させていただく。 

 

●報告事項 

（１）令和４年度病床機能報告の結果について 

塚田委員 病院ごとの高度急性期病床の把握が一定の基準ではないように感じるため整理

したほうがよい。 

 

医療政策課長 実態と合致しているのかどうか、保健所とも相談し改善できるか考えてい

く。 

 

（２）紹介受診重点医療機関の選定・公表について 

（３）地域医療構想の推進について 

高橋委員 水戸医療圏の地域医療構想について、２０２５年を目途に様々な議論をしてき

たが、例えばこの病床数を合致させるための議論はこのようには進んでいない。 

現状はどのようになっているのか。地域医療構想の推進のための主導は誰が行う

のか。 

 

医療政策課長 ２０２５年の必要病床数と現在の病床については、未だ乖離がある。県の

地域医療構想調整会議と各地域の地域医療構想調整会議の中で話し合いをし

て 合意を得ながら進めていくという体制で行っている。 

 



高橋委員 県が、主導してやっていただかないと、こういう話は進まないのかなと思って

いる。 

 

医療政策課長 県だけがそう考えていてもなかなか進まない。関係者の皆様と話し合い 

ながら進めていく必要があるため、引き続きご協力お願いしたい。 

 

鈴木会長 水戸地区は大きな課題を抱えている圏域であり、水戸地区の五大病院について

は危機感を持っている。高度急性期医療の不足を改善していかないと水戸市、  

県央県北の安心安全を守れない状況になってきている。 

基本的には地域の合意形成が前提なため、関係者の合意形成を得ながら、少し

ずつ着実に進め、来年度の新しい医療計画に何らかの形で盛り込み、議論がさら

に進むようにしなければいけない。 

高度急性期医療を担う大病院と地域包括ケアを支える地域密着型中小病院の 

２つを軸に病院機能を拡充する。地域密着型の医療機関は地域包括ケアシステム

と連動し、かかりつけ医機能と一体となる。地域医療構想、地域包括ケアシステ

ム、かかりつけ医機能の充実強化という三位一体で取り組む必要があると考えて

いる。 

 

浅野委員 在宅診療等、様々なバックアップにより地域医療構想や医療計画が一緒に進ん

でいっているというイメージの見せ方をして、介護関連職種が、この大きな課題

のどこを背負えているのかというところがわかるような計画の見せ方やすすめ方

をすると、皆が協力できるのではないかと感じた。 

 

医療政策課長 これから各委員とも話をして、ご意見を踏まえて、すすめていく。 

 

鈴木会長 魅力ある病院を作らないと医師が集まってこない。それを水戸地区に作らない

といけない。循環器疾患の死亡率がほとんどワースト１０に入っており、全国最

下位のがん治療の患者満足度の対応とともに喫緊の課題である。特に県央県北 

１００万人、１００万人ぐらいの県はいくらもある。それが放置されていたのは

非常に大きな問題。ここは危機意識を持っていただかないと困ると考えている。 

 

（４）病床機能再編支援補助金に係る令和４年度事業の事後評価について 

（５）地域医療介護総合確保基金に係る令和４年度事業の事後評価について 

（６）地域医療連携推進法人に係る取組状況について 

（７）医療法人に関する経営情報の報告の義務化について 

（８）令和５年度医師派遣調整に係る医師派遣要請について 

（９）茨城県保健医療計画と関連する各種計画の策定等について 

  ① 第８次医師確保計画の策定について 

  ② 茨城県総合がん対策推進計画―第五次計画―の策定について 

  ③ 第４次健康いばらき２１プランの策定について 



原委員 秋田県では脳卒中が最も多い県だったが、それが完全に改善されている。食事を

変えるということは非常にたいへんなこと。県行政が力を発揮し、土産物や普段の

弁当も含め、塩分を下げるなどの旗振りをしてほしい。 

筑波大学にできた脳卒中・心臓病等総合支援センターの第一の役割は、市民に 

対する予防をいかに呼びかけていくかである。医療機関が悪いだけではなく、茨城

県は発生が多いので、一体となって取り組むことを第４次健康いばらき２１プラン

に記載してほしい。 

 

健康推進課長 我々も減塩対策、高血圧対策、循環器対策に力を入れていきたいと考えて

おり、筑波大学附属病院に委託している脳卒中・心臓病等総合支援センター

や飲食店等とも連携しながら、予防的な関わりを強化していきたいと考えて

いる。引き続きご協力の程よろしくお願いしたい。 

 

  ④ 茨城県感染症予防計画の改定等について 

須磨﨑専門委員 各医療機関は感染症予防計画の医療措置協定への締結にご協力をお願い

したい。 

 

感染症対策課長 今回の結果は、制度の周知が不十分だったためか回答率が低調になって

いる。本県では９月に集中的に制度の内容や周知等の説明を尽くしていき

ながら、各医療機関で、本制度も熟慮いただけるよう進めていく。 

 

鈴木会長 感染症予防計画の改定に感染症指定医療機関が設定されたが、この指定医療 

機関で、最初に確保される病床数は５０と書いてあるがそういうことか。 

 

感染症対策課長 入院が５０床である。 

 

鈴木会長 それは今回のコロナでもすぐに埋まってしまったわけだが、感染症指定医療 

機関が機能してないということだ。それに対してどのように改善していくのか。 

 

感染症対策課長 今現在医療協定を各病院にお願いしているところだが、まずは感染症 

指定医療機関に対応いただいた上で、第1種協定指定医療機関にも対応 

いただけるようお願いしている。 

 

鈴木会長 新型コロナと同等の感染症ということだが、最初の波が欧米のようだとあっと

いう間に１日で埋まってしまうが、そういうものに対応できる枠組みになって 

いるのか。例えば今回のコロナ禍で、病床はあるが看護師はいないので診られ 

ないということがまかり通ったわけだが、そういったことはどのように改善され

たのか。 

 

感染症対策課長 対応できるように連携協議会の方で、議論したいと思う。 



鈴木会長 確保病床をしたからには、その数だけは必ず入院をしていただくということに

なるのか。 

 

感染症対策課長 そのようになるようお願いしたいと考えている。 

 

鈴木会長 これはお願いなのか、それとも義務なのか。 

 

感染症対策課長 まずは協定を締結する。 

 

鈴木会長 病床はいっぱい確保したが、実際は看護師がいないので、８０床を確保しても 

３０人しか診られませんということが起きた。ただし、病床確保料は確保の分ま

で入ったということも当時あった。そういうことを繰り返してはいけないと思う

が、その辺はより緻密なものになっているのか。 

 

感染症対策課長 現在、連携協議会で議論しているので、協定の方でも考えていきたい。 

 

鈴木会長 まだ決まってないような感じはするが、しっかりと医療機関が対応できる内容

にしていただきたい。 


